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労働基準部長が工場パトロールを行います 

 
 鳥取労働局（労働基準部長 高橋 秀寿）は、「令和８年 STOP！熱中症クール
ワークキャンペーン」の取組みの一環として、熱中症予防に関する周知・啓発
を行うため、下記のとおり工場の安全パトロールを実施します。 

 
記 
 

日 時：令和８年６月３日(水) 10:00～11:00 
現 場：気高電機株式会社（鳥取市宝木1561-8） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〇 令和8年「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します   

（URL:https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_02789.html） 

鳥取労働局発表  

 
令和８年５月15日  

 

担 
 

当 

労働基準部健康安全課 

課 長   丹生
に ぶ

 伸英 

 地方労働衛生専門官  石田 太一 

 ℡ ０８５７-２９-１７０４ 

職場における熱中症予防対策については、平成29年から「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」

を実施する等により取り組んできたところです。 

しかしながら、全国における昨年の熱中症の発生状況は、死亡を含む休業４日以上の死傷者数が1,681

人、うち死亡者数は 15 人となっており、死亡者数は減少したものの、死傷者数は前年比約４割の大幅

な増加となっています。 

一方、鳥取県内では、熱中症による死亡災害は発生しませんでしたが、休業４日以上の死傷者数は７人

であり、過去10年間中で２番目に多く発生しました。 

熱中症による労働災害が増加している状況を踏まえ、厚生労働省では、本年３月に「職場における熱中

症防止のためのガイドライン」を策定しました。 

令和８年 STOP！熱中症クールワークキャンペーンでは、令和７年６月に義務化された熱中症対策の遵

守はもとより、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく熱中症防止対策を事業者が講

じるよう、周知・啓発を図っていきます。 

 

～令和８年 STOP！熱中症クールワークキャンペーン～ 



➢ 鳥取労働局労働基準部長パトロールの概要  

 

１ 日 時：令和８年６月３日（水）（10：00～11：00） 

２ 現 場：気高電機株式会社（所在地：鳥取県鳥取市気高町宝木 1561-8） 

３ 当日スケジュールの概要 

 ９：５０   現地集合（９時 50 分までに駐車場に集合してください。）  

１０：００～１０：０５ 労働基準部長あいさつ  

   １０：０５～１０：２０ 現場担当者からの事業概要等の説明 

   １０：２０～１０：５０ パトロール  

   １０：５０～１１：００ 講評、意見交換、質疑応答等 

 

４ 取材にあたって  

  （１） 工場内では現場担当者の指示に従ってください。 

      撮影範囲には特に注意してください。 

  （２） 取材を希望される場合は、令和８年６月１日（月）の 17 時までに下記担当へ 

ご連絡ください。  

      担当：鳥取労働局健康安全課  石田 丹生
に ぶ

  

         電話：0857-29-1704  

         E-mail：kenkouanzenka-tottorikyoku@mhlw.go.jp 

  



   

 

 

 

 

 

参 考 資 料 

※2025 年分は 2026 年 2 月末現在の速報値。休業 4 日以上の死傷者数は死亡者数を含めたもの。 

※厚生労働省報道発表 

（令和 8 年「STOP！熱中症クール

ワークキャンペーン」を実施し

ます）別添資料 2 を引用 




